
立川市建設業四団体連合会

説  明  会  資  料

平 成 21年 6月 24日

緊急運行車両の事前登録制度について

【事前届出制度の概要】

都道府県公安委員会は、災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合などに

おいて、災害応急対策を的確かつ円滑に行うため、災害対策基本法などの規定に基づき、

区間または区域を定めて緊急通行車両等以外の車両の道路における通行の禁止または制限

を行います。

この場合、道路交通法規定の緊急自動車以外の災害応急対策活動などに従事する車両は、

都道府県知事または都道府県公安委員会の緊急通行車両としての確認と 「標章」および 「緊

急通行車両確認証明書Jの交付を受けないと規制区間・区域を通行することができません。

緊急通行車両等の事前届出制度は、緊急通行車両確認事務の省力化、効率化を図るため、

災害対策活動などに使用される車両について事前に届出をする制度です。

事前届出を行うと、災害応急対策を実施する場合などにおいて緊急通行車両確認申請書

に添付する書類が省略でき、審査の必要もなくなるため、 「緊急通行車両確認証明書」お

よび 「標章Jの 交付時間が短縮されることになります。

【事前届出の対象車両】

1 災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両

・災害対策基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両

であること。

・指定行政機関などが保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関などの

活動のために使月される車両または災害発生時に他の関係機関 ・団体から調達する車両

であること。

2 大規模地震対策特別措置法の規定に基づく緊急輸送車両

大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う計画が

ある車両であること。
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・指定行政機関などが保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関などの

活動のために使用される車両または警戒宣言発令時に他の関係機関 ・団体から調達する

車両であること。

3 原子力災害対策特男1措置法の規定に基づく緊急通行車両

・原子力災害対策特別措置法に規定する緊急事態応急対策を実施するために使用される

計画がある車両であること。

・指定行政機関、原子力事業者が保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政

機関、原子力事業者の活動のために使用される車両または原子力緊急事態宣言発令時に

他の関係機関・団体から調達する車両であること。

4 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律 (以下 「国民保護法Jと

いう。)の 規定に基づく緊急通行車両

国民保護法に規定する国民の保護のための措置に従事する車両または物資の緊急輸送

などを行う計画がある車両であること。

指定行政機関などが保有し、もしくはこれらとの協定などにより指定行政機関などの

活動のために使用される車両または武力攻撃事態など発生時に他の関係機関・団体から

調達する車両であること。

【手続き】

1 中請者

緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者 (代表者を含む。)

2 申請先

立川警察署交通規制係

3 提出書類

・緊急通行車両等事前届出書 1通  (複 写式) *別 紙の記載例参照

・申請車両の自動車検査証の写し1通

・指定行政機関など以外は、指定行政機関などとの 「協定書」などの写し1通
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‐書類 建設業四団体 立川市 立川警察署

事前届出車両の車検

証の――ピー 提出   餃鶉餞濶  受理

事前届出車両一覧 作成

提示 匿遷輔餅 台数確認

緊急通行車両等事前

届出書 各業種 会社

に配布

届 出書に記

載 ・押印

疇

鰹

繭 期 倅

輔〉  
受理

櫻魏 様式交付

申請書類

・ 緊急通行 中両等

事前届出書

・ 車検証

・ 協定書

提出
  黎

輻  
審査

緊急通行車両等事前

届出済証 受理   く鑢 玉菫コ 交付

申請書類等の流れ図

* 建設業四団体からは 「車検証のコピー」と必要事項を記載、押印した 「緊急通行車両等

事前届出書」を立川市へご提出ください。

* 災害時の 「協定書」は立川市防災課で準備いたします。

【問い合わせ先】

立川市市民生活部防災課

〒1900022 立川市Cll町3-226

電 話 :0425232111(内 線 :919)

Fノ Xゝ : 042-521-2568
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